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〇
宮
内
庁
告
示
第
三
号

天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
福
井
県
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る

第
六
十
回
全
国
植
樹
祭
に
御
臨
場
、
併
せ
て
地
方
事
情
を

御
視
察
の
た
め
、
六
月
六
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
同
県
へ

行
幸
啓
に
な
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日宮

内
庁
長
官

羽
毛
田
信
吾

〔
省

令
〕

〇
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す

る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
一
一
〇
）

J

〔
告

示
〕

〇
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
第
六
十
回
全
国
植
樹

祭
に
御
臨
場
に
な
る
件
（
宮
内
庁
三
）

J

〇
原
戸
籍
が
滅
失
し
た
件
（
法
務
一
九
七
）

K

〇
除
籍
の
一
部
が
滅
失
し
た
件（
同
一
九
八
）

〇
除
籍
が
滅
失
し
た
件

（
同
一
九
九
〜
二
〇
二
）

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
同
二
〇
三
）

〇
国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館

等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
告
示
（
外
務
二
七
五
）

L

〇
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果

を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通

常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す

る
条
約
等
へ
の
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
の
加

入
、
エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
に
よ
る
受
諾
及

び
チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
の
加
入
に
関
す
る

件
（
同
二
七
六
）

〇
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
野
菜
指
定
産
地
を
指
定
し
た
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
農
林
水
産
六
四
九
）

〇
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
九
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

規
格
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
六
五
〇
）

〇
土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件
（
国
土
交
通
五
一
〇
）

O

〇
阿
賀
野
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
外
の
一

級
河
川
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
九
二
）

P

〇
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

関
の
評
価
の
業
務
を
行
う
区
域
を
変
更
し

た
件
（
中
部
地
方
整
備
局
五
八
）

〔
国
会
事
項
〕

P

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

法
務
省

経
済
産
業
省

福
島
県

栃
木
県

埼
玉
県

神
奈
川
県

愛
知
県

兵
庫
県

鹿
児
島
県

千
葉
市

Q

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

R

〔
褒

賞
〕

J
I

〔
皇
室
事
項
〕

J
J

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

関
東
地
方
整
備
局
公
示（
関
東
地
方
整
備
局
）

J
J

国
家
試
験

航
空
従
事
者
技
能
証
明
等
に
関
す
る
試
験
の

施
行
（
国
土
交
通
省
）

J
J

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、免
責
、

特
別
清
算
、
再
生
関
係

J
K

特
殊
法
人
等

企
業
年
金
基
金
変
更
、
日
本
郵
政
共
済
組

合
定
款
の
一
部
変
更
関
係

K
R

会
社
そ
の
他

L
I

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す

る
た
め
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費

用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請

求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
三
項
中
「
場
合
に
は
、
当
該
保
険
医
療

機
関
又
は
保
険
薬
局
」
を
「
も
の
（
前
項
の
適
用
を
受
け

て
書
面
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求

を
行
つ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
除

く
。）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
表
の
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬

局
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
日
に
お
い
て
電
子

情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
で
当
該
請
求
が
行
え
る
体
制
の
準
備
に
必
要
な
期

間
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
の
間

は
、
書
面
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
の
バ
イ
オ

セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定

書
の
マ
ラ
ウ
イ
共
和
国
及
び
パ
キ
ス
タ

ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
に
よ
る
批
准
に
関

す
る
件
（
同
二
七
七
）

L

〇
国
際
貿
易
の
対
象
と
な
る
特
定
の
有
害
な

化
学
物
質
及
び
駆
除
剤
に
つ
い
て
の
事
前

の
か
つ
情
報
に
基
づ
く
同
意
の
手
続
に
関

す
る
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
条
約
へ
の
マ
ラ
ウ
イ

共
和
国
の
加
入
に
関
す
る
件（
同
二
七
八
）

〇
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
条
約
の
マ
ラ
ウ
イ
共
和
国
に
よ

る
批
准
に
関
す
る
件
（
同
二
七
九
）

M

〇
食
糧
援
助
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ガ
ー

ナ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に

関
す
る
件
（
同
二
八
〇
）
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